
『北海道 LGBT フォーラムに参加』 

 

 連合北海道は、１月２３日（土）にオンラインフォーラムとして開催された「北海道 LGBT フ

ォーラム ～性の多様性について考える～」（法務省人権啓発活動地方委託事業/主催：北海道）

に、パネリストとして参加しました。 

※「LGBT」とは、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、

トランスジェンダー（性同一性障害を含む心と出生時の性別が一致しない人）のそれぞれの頭文字で、

性的少数者の総称などとして使われています。 

  

幹メンタルクリニックの池田院長からは、

「性別違和への理解」と題して、LGBT の T

（トランスジェンダー ＝ 性同一性障害）

に関して、戸籍の性別を変更できる条件や、

治療方法と当事者が直面する課題などの講演

がありました。 

 性転換手術は保険適用となったが、ほとん

どの患者さんが選択するホルモン療法は、保

険適用外であることや、戸籍上の性を変更するに

は性転換手術が必須となっていることへの、国内

外からの批判などについても説明がありました。 

  

後半のパネルディスカッションでは、連合北海道総合政策局小倉次長から、いわゆる LGBT当

事者は各種調査によると８％程度（左利きや血液型の AB型の人と同じくらいの比率）はいるこ

と、労働組合は LGBT当事者の方たちを理解・支援す

る人＝ALLY（アライ）でありたいこと、連合が作成

した LGBTや SOGI（性的指向性自認）のチラシや、

書籍「LGBT とハラスメント」の紹介などがされまし

た。 

加藤弁護士からは、令和２年６月に施行された労働

施策総合推進法指針に、パワーハラスメントの一例と

して、「労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等

の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ず

に他の労働者に暴露すること」が明記され、事業主、

管理職として LGBT（性的少数者）についても理解を

深め、法律を守る重要性が伝えられました。 

 

ハラスメントは人権侵害であり、連合北海道はこれからもあらゆるハラスメントの防止に向けて

取り組みを続けていきます。 

 

 
幹メンタルクリニック 池田院長（右） 

 
小倉次長が紹介した資料の一部 


